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No 受付日

医事業務委託契約にかかる質問書に対する回答

質問事項 回答事項

1 R8.4.15

　原則、契約書（案）を変更することはできません。但し、契約締結後に、契約

書第３６条（附則）「本契約に定めのない疑義が生じたときは、その都度、甲・

乙協議のうえ決定するものとする」により、変更契約を取り交わすことも可能と

考えております。


